
尼崎市生食用食肉の取扱施設届出要綱

（目的）

第１条 この要綱は、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第１３条第１項の規定に基づく食品、

添加物等の規格基準（昭和３４年厚生省告示第３７０号。以下「規格基準」という。）に規定された生

食用食肉を取り扱う営業許可施設において、食品衛生上必要な事項について定め、飲食に起因する衛

生上の危害の発生を防止することを目的とする。

（定義）

第２条 この要綱において「生食用食肉」とは、規格基準が定められた生食用として供される牛の食肉

（内臓を除く。）をいう。

２ この要綱において「取扱施設」とは、飲食店営業、食肉販売業、食肉処理業、複合型そうざい製造

業及び複合型冷凍食品製造業の営業許可施設であって、規格基準に基づき生食用食肉の加工、調理、

提供又は販売を行う施設をいう。

３ この要綱において「取扱い」とは、生食用食肉を食用に供する目的で加工、調理、提供又は販売を

することをいう。

４ この要綱において「加工」とは、枝肉から肉塊を切り出す処理から加熱殺菌及び冷却までのいずれ

かの行程を行う行為をいう。

５ この要綱において「調理」とは、生食用食肉として喫食する施設において加熱殺菌済みの肉塊を細

切、盛付け又は調味する行為をいう。

６ この要綱において「提供」とは、容器に盛り付けられ、容器ごと包装された加熱殺菌済みの生食用

食肉を仕入れ、細切、盛付け及び調味等を行わずに、その場で喫食するために容器ごと客に供する行

為で調理に該当しない行為をいう。

７ この要綱において「販売」とは、加熱殺菌済みの肉塊を細切、小分け又は盛付けを行い売る行為を

いう。

（取扱施設の基準）

第３条 取扱施設の基準は、食品衛生法基準条例（平成１１年兵庫県条例第５６号）第３条別表第１、

第２及び第３に規定する基準とする。

（取扱施設の届出）

第４条 取扱施設の営業者（以下「営業者」という。）は、生食用食肉取扱施設開始届（様式第１号）を

保健所長に提出すること。ただし、新規で営業許可を受けようとする施設以外の施設において、新た

に当該届出を提出しようとする場合には、尼崎市食品衛生に関する規則（平成２１年尼崎市規則第３

７号）第５条に規定する変更届出書により営業設備の大要の変更について届出を行ったうえで提出す

ること。

２ 前項に規定する届出を受けた保健所長は、書類を審査し、現地調査により、前条に規定する取扱施

設の基準に適合することの確認を行い、生食用食肉取扱施設届出済証（様式第２号）を交付するもの

とする。

３ 営業者は、前項に基づき交付された生食用食肉取扱施設届出済証を、営業施設の見やすい場所に掲

示すること。

４ 営業者は、様式第１号の届出事項に変更等が生じた場合、又は生食用食肉の取扱いを廃止した場合



には、生食用食肉取扱施設変更・廃止届（様式第３号）を保健所長に提出すること。ただし、生食用

食肉の取扱いに係る設備、取扱形態、取扱品目、流通経路及び加工における生食用食肉取扱者の変更

を除き、省令第７１条の規定による営業許可申請事項の変更及び省令第７１条の２の規定による廃業

の届出をした場合においては、本要綱における「生食用食肉取扱施設変更・廃止届」を提出したもの

とみなす。

（生食用食肉取扱者の配置）

第５条 取扱施設には、生食用食肉取扱者を置かなければならない。

２ 生食用食肉取扱者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

 ⑴ 次の要件を満たす者

ア 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師

  イ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学、旧大学令（大正７年勅令第３８８号）

に基づく大学又は旧専門学校令（明治３６年勅令第６１号）に基づく専門学校において医学、歯

学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者

  ウ 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者

 ⑵ 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令（昭和１８年勅令第３

６号）に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以

上の学力があると認められる者で、食肉製品製造業において食品の製造又は加工の衛生管理の業務

に３年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者

⑶ 都道府県知事若しくは地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）第５条第１項の規定に基づく政

令で定める市及び特別区の長が指定した認定生食用食肉取扱者養成講習会を修了した者

 ⑷ 食品衛生法施行規則（昭和２３年厚生省令第２３号）別表第１７第１号ロに規定する食品衛生責

任者に該当する者（生食用食肉の調理、提供及び販売のみを行う施設に限る。）

（その他）

第６条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成２５年７月１日から施行する。

付 則

この要綱は、平成２９年８月１８日から施行する。

付 則

この要綱は、令和４年３月１４日から施行する。


